
基本的な論点
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（抽象化 会派 項目

大分類（1 ）「議会・議員の活動原則」に関する検討項目の協議結果

会派等提出の検討項目（詳細）

検討内容 備考
協議結果

《考え方》

横浜市会は、市民から選挙で選ばれた議員で構成される市民の代表であり、市民自治の要であ
る。

a.1.立置付け ｜｜民主 ｜言語~f'f I市政における議会の位置付けを明確にする。

日本国憲法は、地方公共団体の制度として、議会の議員と長をそれぞれ住民が直接選挙し、議事
機関としての合議制の議会と執行機関として独任制の長とによる二元代表制をとっており、議会と
長とは、相互に独立・対等の立場で、互いに尊重し、抑制と均衡を保ちながら、それぞれの特性を活
かし、適切にその役割を果たすことが求められている。
近年、地域のことは地域が決める市民自治を実現するという地方分権社会への転換が進められ、
日本最大の市である横浜市においては、大都市特有の課題をはじめとした多くの市政課題が複雑
高度化する中、横浜市会が多くの権限と責任を担う大都市の議会として、市長その他の執行機関に
対する監視及び評価並びに政策立案及び政策提言など議会が果たすべく機能を最大限に発揮して
いくためには、横浜市会の伝統を重んじながら、既存の枠組みにはとらわれない柔軟な姿勢を併せ
持ち、自らの改革及び機能強化に継続的に取り組んでいかなければならない。

b役割・責任
（議案等の審
議・審査、事
務の監視・評
価、政策立

との考え方について、令全一致持もって決'if'した。

E考え方五
自民 ｜議会の役十二元代表制における議会の地位・使命・責務・権限 I II 

割 ｜・議会の機能強化 I M議会の役割］
.I. - - J l議会は、市民の代表機関として、合議制である議事機関の特性を踏まえ、次に掲げる役割を担う
｜ ｜ 胞のとする。

ま会の使｜ニ元代表制における議会市長の責務 I 11~1 i 議案等の審議及び審査により、市の意思決定を行うこと。
I I ll<2J市長等の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。

公明 卜一一一↓一一一 一 ー 一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一↓ー 一一一一一一一一ー が3）市政等の調査研究を通じ、政策立案及び政策提言を行うこと。
目 11(4）意見書、決議等により、国等への意見表明等を行うこと。

(5）政策提携、相互理解及び親善を図るため、圏内外の都市間交流を行うこと。市民との｜市民に開かれた議会としての活動
案・調査研 " ' ' " 
究、意見書・卜ーー一一j- 一一・4一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー ー ー↓一一一一一ーー一一ー一一ー 一－－－II【議会の活動原員I）】

関係

決議等によるl I I I l議会は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
国等への意 l ｜ ｜現在、地方自治体においては議会と首長とのこ元代表制となっているもの l [[<1l議会活動の公冥性及び透明性を確保すること。

見表明等）協｜議会の役｜澗~関露間訪問訪問？に大き｜筋線官接：£＇主張~ 11gi 離罰持i；：：~~至急時諸説i託子への糊責任を果たすこと。
｜割 ｜二元代表制の本旨からも、また最も住民生，舌に身近な自治体の主権在民を｜より拡充する方途と、そのための合意

ウラブ I I I 
ノ I I実現するためにも、両輪の一方である議会が、これまで以上の力を培い、首｜形成法等についての議論。 との考え方について、令令一致葬もつで決'if'した。

長権限との正当なバランスを保っていく事が重要であると考えます。

a位置付け II- J一一一斗一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一一一一－－－－－－－－－－－一一一一一一一一一一一 十一一－－－－－－－－－－－ー一一一一一一ー 一一一｜上記の中分類①議会の活動原則、a.位置付けと同様

b役割・責任
（議員間討

自民

議、住民意見｜｜民主
の把握、能力
l研さん等）

公明

活動原則｜議員活動

市会議員としての活動を明確化

E考え方F

【議員の役割】
議員は、市民から選挙により選ばれた公職にある者として、かつ、合議制の議事機関である議会

を構成する一員として、次の役割を担うものとする。
,,(1）議案等の審議及び審査等を行うこと。
(2）市の政策形成に必要な調査研究を行うとともに、政策立案及び政策提言を行うこと。
(3）各区の実情等の把握に努め、多様な市民の意見を市政に反映させること。

活動原則トー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーー - ＋－－－－ーー一一一一一一一一一一 一 -----11【議員の活動原則】
｜ l議員は、前項各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原買I）に基づき活動するものとする。

市会議員としての責任、義務、権利などについて明確にする。 I llrn市民の意見を的確に把握し、市政全体を見据えた幅広い視点及び長期的な展望を持って的確

活動原則｜議員の責務と議員活動のあり方

な判断を行うこと。
11(2)議会は言論の場であること及び合議制の機関であることを踏まえ、市民の代表として議員聞の
活発な討議等により議会で十分な審議を尽くすこと。

(3）自らの資質の向上に不断に努めるとともに、高い倫理性を常に確立し、誠実かつ公正に職務を
遂行し、議会活動を市民にわかりやすく説明すること。

との考え方について、今全一致存もつで決定した。

1 



大分類（2）「議会と住民の関係Jに関する検討項目についての協議結果
2 

基本的な論点 論点に対する会派等
提出の検討項目

（抽象化） 1提案
会派

会派等提出の検討項目（詳細）

協議結果

大分類 I 中分類 項目 検討内容 備考

a住民への議会情報
等の広報（全般）

1 本市会のホームページについては、議案を議案発送に併せホームペー
市民との｜ I I ジに掲載するなど様々な議会情報を掲載しているが、さらに市民が議会

公明 l関係 ｜政策等の形成過程の市民への説明 ｜ ｜ に関心を持てるよう適切な議会情報を発信するとともに議会のより活発

な議論のため、ホームページの掲載内容について協議した結果、
一一ι 一一一一一一一一一－ --l(f) 議事日程（i長付.~？付時）の掲載

⑦ 常伴・特日！｜苓昌令言P録の宣車鉛版の椙鼓
。）甥粁3i周問宇田徐！と椙載しでいる季昌会資料の訊涼な椙載
についで婁摘するこJ損害与舎全一致をもって決定した。

ただし、実施にあたっては、課題となっている事務体制の強化や資申4作
成局との調整などを踏まえたものとする。

民主

すべての議案を採決前（議案発送と岡

市民との｜議会が市民に見えないのは、何を決めているのか分からないことも一因。採決前 1:lゐ忠史~＝~~主ず長
｜に議案を公表し意見を募ることで議会の重要性を伝えると同時に、市民の市政へ｜

関係 lのダイレクトな関与の機会を増やす。 ｜において意見を述べる機会を市民は
l得、それらの意見を勘案したうえで、
議会において採決する。 2 議員の政策提案等におけるその政策等の形成過程への説明について

は、市民との意見交換やバブリックコメン卜による意見募集について協
議した結果、

みんな｜議会自身｜議会自身について（活発な議論を実現するために） ｜・議事録の速やかな公開 ｜＜多数意見＞
.. I I ｜・委員会資料の公開 I 実施の是非‘時湖、内容t.I.c子れヂれの政策ご台に操宰岩が判断するベ

b会議録等の速やか1 J I. I l告で．議令rLT一律の対応字決めるべ告ではない内
な公開 II l l 一一ー ー一一一一一一一 一一一ー一一一一ーー 一一「 一一一一一一 一一一一一一一｜＜少数意見＞

議会として一定の範囲を決めて実施していくべきである。
ヨコ会｜会議運営｜会議録等の早期作成・提出について

(2）議会と住l①議会の情
畏の関係 i報公開

・議員は、市民の代表であり、市民と行政のパイプ役として、重要な役割を担わ
なければならない。ところが、議員は何をしているかわからない、役に立たな

cインヲーネット中継｜｜共産 ｜市民との1~4'~読書長！~~~~~；：う：：m：~；諸碍袋詰烹訪お1i~
関係 ！ないEとに大きな原因がある；

－市民の多くが市政に関心を持ち、行政や議会を監視することで、真の市民のた
めの市政が生まれてくるとも考えられる。

」 ーl膏在桑員l
当局 1.6. lインターネット中継の導入

ヨ実

との意見に分かれたが、名数賓男手もって決ii'"した。

I インターネット中継は、さらなる議会審議の活性化を図るとともに、よ
委員会のネット配信（USTREAJIなど） I lり一層市民にわかりやすい議会、身近な議会とすることなどから、平成

・1 7年の決算特別委員会から、本会議及び予算・決算特別委員会の全日程
について、実施しているが、本市会における全ての審議を漏らすことなく
，視聴することができるよう常伴・特冒II季昌令室事のインター永叩ト申副昨季実

常任委員会及びすべての特別委員会を｜悔すると介手令令ー勤務ホ勺7決宮した。
インターネット中継の対象にする。 I 

I ただし、実施にあたっては、音声、映像はカメラ、マイク等の工夫によ
り明瞭なものとしていくなど既存設備等の有効活用を行い費用対効果を踏
まえたものとする。

みんな｜議会自身｜議会自身について（活発な議論を実現するために）

民主 ｜委員会 ｜委員会傍聴

市民に開かれた議会としていくうえで、できる限りの対応を函ラTIIく
ことが求められていることから、委員会傍聴の実施について協議した結

委員会傍聴を許可すべき。例えば、 2 ｜果、
～3人の人数制限があってもよい。

d直接傍聴
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が、自分のPRになり、有権者に客観的評価判断・材料にはなっていない。

との意見に分かれたが、多数貴男手もって決ii'"した。

議会の広聴・広報をより効率・効果的に行うため、
① ヨコハマ議会だよりに掲載されている予算質疑及び一般質問におい
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市
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との意見に分かれたが、名数貴胃者争点つで決ii'"した。

e. 議会広報の充実

公明 ｜あり方 ｜広聴広報機能の充実
② メテ’ィアを活用したPRについては、新聞掲醤I，τいる周知広報を耳1

告綜者符っτい〈こe人 主t::.宮釧令周知用ポスター手新庁！と作曲し、
甫内I,~＃姉誇筈に椙示するこ eレ手令令一致手もつで決ii'" した。
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大分類（2）「議会と住民の関係」に関する検討項目についての協議結果

基本的な論点 論点に対する会派等 会派等提出の検討項目（詳細）

提出の検討項目 協議結果

大分類 中分類
（抽象化） 提案 項目 検討内容 備考会派

その他 議会の評価の方法と公表の仕方
議会・議員の評価と公表について協議した結果、

①報議公会開の情 王議会・議員の評価と
民主

組織と L<で合議体室長~議会及び公撰I菌室盈~議昌盈霊価す益こと l主謀爵
公表

・・・・・・・・・ー司胃．，・・・・・・・・・・・・・・M白幽圃・ーーーーー回－－－－ー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－司””・・・・・・・・・・・・・・・・晶画ーーーーーーー・・・・・・・ー．．．．．．．”・・・・”・・・・－－－－－－－－値圃岨・a』』ーーーーーーーーーーー司ーー骨骨．．．．．．．．．． ，．．．．．．．．．． ．．．．． 
が盗ること牽令全一致5主主2で決産した。

自己評価 議員の自己評価のあり方と公表の仕方

自民 あり方 市民参加の推進に向けた広聴・広報のあり方 1 議会活動の啓発、市民告ー参壬差加盆bの推進に向け協議した結果、
(j) 市n挙校手対象とした品古教材手作成し‘教育季員会等止で持業な；；.・へ

市民との
・・・・・・・・ーー－－司ーー司胃・－－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・幽・M・』ー－ー・・ーー司司．”・・・・・・・・・・・・・・・ーー－－－－ーーーーーー・・－－－－－－－幽量・ーーー・圃』』．．．．．．．．．．．．． ．晶画ーーーーーーーーーー，園時開．． 開問・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
市民の議会活動への参加の推進

の；重国室調整す~など議会1音量~！量発信し2 議会!D_理解盈渥鐙~!KU組み

公明 園長一一 を実施するのーーーーーーーー．．．．．．．．．． ・・・・・・M・e・e・－ーーーーーーーーー再開・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーー・値ーーー，ーーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・』司司．． ，，司ーー，－－－－司” ・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．凶ーーーーーー－－－－－－－－－E”・－－－－”・・・・－－－
C2〕 ヨコハマ議令どよt.l,zlsームぺ－2怠どによる議会主題告白拡京童図盈

あり方 広聴広報機能の充実 とと :hにZ包ケ－ l::· 意盟慕集による市医需盟など＠聴毘~塞摘す盈a・・・・・ー・・．．値圃 ・・ーー・・・・・・ー－．．． ・・・・・・・・・・・・・ーーーーーーーー．，．”・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・ーー－－胃曙明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・岨』ー－－－－－－－－－－－－－ー－．．．．．．．．．．．．．．．．． ・・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー胃司『・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 」止を令会一致をもって決定した。
a議会への住民の参
加（全般） 現在、地方自治体においては議会と首長との二元代表制となっているものの、 2 市民意見の聴取方法、議会，舌動情報の提供について協議した結果、

ネッ 予算編成権とその日常的な執行という首長の持つ権限は相対的に大きく、近年の
議会と市民との相互関係を強化するたト・無 議会の役 地方分権の推進により、その比重は一層増加しています。 ＜多数意見＞

所ラ属ブク
jiilj 二元代表制の本旨からも、また最も住民生活に身近な自治体の主権在民を実現 め、日常的な市民意思の反映とその検

するためにも、両輪の一方である議会が、これまで以上の力を溶い、首長権限と 証を担保する方法等についての議論。 i間切な議会情報を発信揮供し‘市民が議会に関心を持つ取り組みから実

の正当なバランスを保っていく事が重要であると考えます。
掬するの
＜少数意見＞
市民との対話の場の位置づけで、区や常任委員会などの単位で議会報告

会を実施する。

市民との －区民意見の的確な集約 との意見に分かれたが、多数煮県をもって決意した。民主
関係

議員と住民の議論が少なく、住民の代表として意思集約ができていないロ －議会報告会、議員と住民等の討論
－住民の意見を聴くための一般会議

・・ー・・・・．．．．．ーーーーー 司．”・・・・・・・・・・・・曲ーーーーーーーーー胃骨骨胃『帽，．”・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーー－ーーー司’・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーーーーーーーー伺司『骨．．．．．．．．．．．．．．．．．． a・・・・・－－』ーー値値』ーーーー－－ーーーー司帽骨．．．．．．． ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みんな
市民との

議会と市民の関係について（市民の積極的な参加を促進するために） 議会の広報・広聴活動の実施（市民意
関係 見の把握、市民への議会報告）

c議会報告会の開催 ・・・・・・・・・．． ーーー司’”’・・・・・・・・・・・・・・・・ー－－－－－－－－－－－－－－－－”・・・ーーーーーーーーーー－－－・幽値白幽司司’ーー・・・・・・・・・・・・・・・・ーー・幽・ーーーーーー司ー司司，，．．．．．．．．．．．．．．．・－－－－－－－－－－－－－－－－・晶・・a・ーーーー”’司咽咽．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

－議員は、市民の代表であり、市民と行政のパイプ役として、重要な役役割を担わ
なければならない。ところが、議員は何をしているかわからない、 に立たな

(2）議会と住 ②議会への 市民との い、だから減らすべきだという声が市民から上がっているのも事実である。そも 議会主導で、議会報告会を定期的に各
民の関係 住民参加 共産

関係
そもこんな声があがるのには、議会が市民から遠い存在であり、議員の姿が見え 区で行う。
ないことに大きな原因がある。
－市民の多くが市政に関心を持ち、行政や議会を監視することで、真の市民のた
めの市政が生まれてくるとも考えられる。

、一 市民等から提出される請願方 ・陳情について、委員会での審査をどのよう請願・陳 付託される請願・陳情は、政策提案と
民主

情
請願者・陳情者への意見聴取

して提案者の意見を聴くこと。 に行うべきか、審査のあり を協議した結果、

ー・．．唱・．．．． ・・・・・・・・．．．．． ・・ーー－－－－－ーーー・ー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ーーーーー司ー司．．．．．．．．．．．．．．．．．．“ーー－－－－・，帽－－－－－－－－－－－－－－－－－－値ーー－－－－－－－－－－－司胆司E 司司．． ， ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・ー値・・・・・・ーーーーー
＜多数意見＞市民との 請願・陳情の読み上げについて（請願

b.請願・陳情に関す
みんな

関係
議会と市民の関係について（市民の積極的な参加を促進するために） 者、陳情者が委員会で読み上げる形に 詰Jll，陳情盈器菅す益営任零昌令等が効寵・効果的怠審育!D_観点虫、~.

すべき） 婁施方法牽含占自主4断するベ室1.'.畠us 理作どおU!!2!.Ki量いとするs
る意見聴取等 ・・・・・・・・・・・・・・ー・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－値ー・幽－－－－－－－－－司－－－－－’F・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーーーーーーー．”・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・ーーー，．．．．．ーー司ーー”・・・・・・・・・・’－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－・幽－－ーーーーーーー，『ーー－－－－－ーー司ー－－明司’・曙．

＜少数意見＞
陳情は国への意見書を求めるものや機関意思の決定を求める決議のみを委員会の 請願者、陳情者が希望すれば審査する常任委員会等で意見を述べられる

共産
常任委員 付託対象としているが、陳情も市民からの要望という意味では審査対象とすべき 請願者・陳述者の意見陳述を認める。 制度とする。
会 である。さらに、請願者・陳情者の意見陳述は審査の重要な参考となるが、口頭

陳述を認めていない。 との意見に分かれたが、 2基数煮豆室主12で；央窟した。

みんな
市民との

議会と市民の関係について（市民の積極的な参加を促進するために） 夜間議会、休日議会の開催（多様な、 多様な市民参加の促進から、市民が傍聴しやすいよう休日、夜間議会の

関係 市民の政治参加促進） 開催について協議した結果、
・・・・・・・・．．． ・・・・・・・・．．．．． ー・』ーーーーーー司胃，．．．．．．．・・・・－－－－－ーー－ー』－－－－－ーーーー””・・・・・・・・・・・・・ー・ーーーーーーー司．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．“ーーー・・・・開－－－－ーー『・・・・・・・・・唱圃圃圃圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・，－・－ーーーーーーー－ーーーーーーーーーーーーーー 室姉!D_;l電器量ぞ!D_劫臭亙びE嘩昌体重lj,塞姉鰐萱など課長買が盗ること虫、b‘

話たに宮｛壬・特別悉昌会等!D_三f;,d~ －~、z と喧継室塞摘し‘本市会!D_すベ
－議員は、市民の代表であり、市民はと行政のパイプ役として、重要な役割を担わ I!D.審議・審査室いつ玄主どこでま2槻聴で童~よ2 にす~こと室令会一致

d土日（休日）議会の なければならない。ところが、議員 何をしているかわからない、役に立たな ーそもって：央官した。
開会 市民との い、だから減らすべきだという声が市民から上がっているのも事実である。そも

市民が傍聴しやすいよう土目、祝日、
共産

関係
そもこんな声があがるのには、議会が市民から遠い存在であり、議員の姿が見え

夜間議会の開会ないことに大きな原因がある。
市民の多くが市政に関心を持ち、行政や議会を監視することで、真の市民のた

めの市政が生まれてくるとも考えられる。

2 



3 大分類（3）「議会と執行機関の関係」に関する検討項目についての協議結果

会派等提出の検討項目（詳細）論点に対する会派等
提出の検討項目

（抽象化）
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協議結果
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（多数意見〉
季昌畏口頭報告及び報舎に対する質疑についでは 蹄粁戸おり介するA

〈少数意見〉
全委員会に所属できない会派等の理解を深めるために実施する。

本会議の形式本会議公明妥＝；等の提Ila.形式（全般）

との意見に分かれたが、多数曹関亭卒、勺τ決ii'した。

大型モニターの設置について
審議の都合上（一問一答方式の導入や審議資料の映写など）から

大型モニターの必要性について協議した結果、言辛苦するJI、事f；！：たい
こJ」手舎令一基金持キ3つで決ii'した。

3 

趣旨確認の導入及び市長等への反問権の付与について
現状では認めておらず答弁者の判断により答弁されているが、

趣旨確認や反問権について協議した結果、

（多数意見〉
管窃・替問I土甫長筈の答非岩や市民にわかりやすぐ符うとh

l士当然のこ止であり‘現状の答弁においで曲目館f；！：胃られでいたい
こ止から‘甥符Fおり J戸する内

（少数意見〉
①趣旨確認は、質経と答弁がかみ合うための制度として、実施する。
②趣旨確認、反問権とも市長との議論を深めるために必要であり、

実施する。なお、必要な時間に関しては、発言持ち時間外とする
などの検討が必要である。

市長への反問権の付与
議会と行｜議会と行政の関係について（二元代表制における役割を明確にするた
政 lめに）みんな

a.答弁者による趣旨
確認（反問権）

(3）議会と執
行機関の関係

答弁者ーから質問者に対する質問の趣旨確認導入本会議当局

との意見に分かれたが、名事者育胃をhっτ決ii'した。

質疑・質問の形態について
一括方式で実施している本会議での質疑・質問を審議上、質問者

が一括方式、分割方式、一問一答方式の質問形態を選択することに
ついて協議した結果、
（多数意見）
ー棋宵干v，令書111〒干tの選択制介して実姉する肉

（少数意見）
現行どおりとする。
との意見に分かれたが、名若者育胃手もっTi事lE'した。

本会議における一問一答方式への変
更。

質疑・質問方法本会議民主
②質疑

質疑・質問の形態に即した議場の改修について
本会議での質疑・質問の形態により、質問者と答弁者の対面式や

自席発言などが考えられるが、どの程度までの改修が必要かについ
て協議した結果、
（多数意見）
甥符戸お0！－ 寸~－
（少数意見）
¢できる範囲で改修する。
②最低限の改修をする。
との意見に分かれたが、客数賓胃宇中、つで決IF'した。

2 
ー問一答方式の実施

議会と行｜議会と行政の関係について（二元代表制における役割を明確にするた
政 ｜めに）

みんなb一問一答

自席での「一問一答方式」導入本会議当局



大分類（3）「議会と執行機関の関係」に関する検討項目についての協議結果

基本的な論点 論点に対する会派等
提出の検討項目

｛抽象化）
大分類 中分類

~k1自主議｜舗疑 。質問回数・質問時
間

民主

共産

会派等提出の検討項目（詳細）

提案
会派

検討内容一 備考“

例えば、一般質問に会派代表としての
質問がなじむのか。個々人による一般
質問については、会派とは何か、議論
が発生する。

本会議 ぃ一一一一

協議結果

ー般質問の日数拡大

発言待ち時間

本会議

般
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と

浜
聞
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問
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横
質
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時
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本会議等でI人が発言する時間を制限す
べき（例えば20分以内）。よって大会
派は発言者数が増える。

・議案関連質疑：現在は、議案数にか
かわらず会派所属人数に応じた時間で
あり、十分な質疑が行えないため、時
間制限を設けない。
・予算代表質疑・会派を代表した予算
に対する質問とし、 2～3日間にわ
たって行い、基礎時間（20分程度）＋
所属人数に応じた時間とする。
・一般質問 市政一般に対する議員個
人の質問とし、答弁も含めてl人30分
とする。期間は3～5日間とする。
・全ての会派が全ての委員会に所属す
るわけではないので、委員長報告に対
する質疑を設け、時間制限を設けな
い。
－質疑・質問には、一問一答の質疑方
式を導入する。
－議決に先立って行う討論には、時間
制限を設けない。

1 質疑・一般質問の回数及び発言持時間制のあり方Tごついて
（意見）
・質疑、一般質問の日数は、その中身やわかり易さ等を工夫したう
えで議論する必要がある。また、発言持時間もまずは段階を踏み
いろいろな取り組みを行い、次にどうするか考えていくべきであ
る。

・委員会日程等さまざまな議会日程があり、質疑・質問回数の拡大
は慎重に検討すべきであり、持ち時間もそれにリンクするものと
考える。

－日数や持時間の長い他都市では、副市長や局長の答弁が多い、横
浜市会では市長が答弁しており、これは大切にしなければいけな
い。単に日数を増やすという議論ではなく、質問・答弁の内容や
質など議会力をどうやって担保していくのかを考えながら議論す
べきである。

・議会はやはり違う意見があってこそ、よりよい解決策が見出され
ていくということを考えると、特に少数会派の場合は、単に人数
割で 1人約2分程度ということだと議論が難しい。最低限の配分
時間は必要であり、以前の会派割と人数害時で持時間とするあり方
に戻すべきで、その上で1日の会議時聞が長くなるようなら 2日
間にすることであれば、副市長や局長が答弁することにはならな
いのではないか。

・一般質問の日数を増やすだけでも拘束する職員の人件費の増など
が考えられる。

いろいろ拡大すればそれだけ経費がかかるという部分もある、
インターネット中継の視聴者から寄せられる意見等をヒアリング
しながら検討していくべきである。

－横浜市は 18行政区あり、 37 0万人の市民から負託を受けてい
ることから、特に少数会派の持ち時聞は増やすべきで、 1人約2
分程度ではなく、最低限の発言の機会を確保するうえから、以前
の算出方法にした方が議論も深まる。

などの意見があり、質疑・一般質問の回数及び発言持時間制のあ
り方については、これまでも市会運営委員会で包括的に会議日程な
どを踏まえ、議論されてきた経緯があることから、質疑・質問の形
態についての協議結果とあわせ、当調杏特別悉邑令ヒおける育胃宇
市会運営零邑舎に報告し協議宇佐錯すると）－$－全金一封宇も勺7

法足した。 （平成24年9月21日開催の委員会で決定）

2 



4 
大分類（4）「議会の組織・権限嗣審議JIこ関する検討項目についての協議結果

基本的な論点
論点に対する会派 会派等提出の検討項目

等提出の検討項目 協議結果

大分類 中分類
I （抽象化） 提案

項目 検討内容 備考会派

1 交渉会派の定義について
市会運首委員会申し合わせ・確認事項において、交渉団体とは5人

以上の所属議員を有する会派としているが、交渉会派の定義につい
て協議した結果、

交渉会派の定義見直し
各常任委員会に委員を輩出し、会派としての賛否を 〈多数意見〉
表明することが必要ではないか。 市会i軍嘗季昌会主必要に応］.：，協議室れているため！！仔どお日主す益a

〈少数意見〉
交渉会派の定義や非交渉会派が運営委員会に参加できる仕組みを

協議する。

民主 会派 －－－－－．””ーーーー・・・・・・・・・・－－幽句”・・－－－ーーー・ーーーー・－－・・M 同開・・・・・・ーーー・・・・・ ーー”“”．．．．『・・・・・・ーーーー・・・・・・・岨晶画司．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．幽・・－・，ー叫，．”・・・・・・・・・ との意見に分かれたが、多数意見存もって決定した。

議員は個々の判断で議案の賛否を決め、公表する。 2 会派（党議）拘束の原則廃止について
理由は与、①党」会派拘束は、二元代表制を無力化する 会派拘束の意義など、そのあり方について協議した結果、
「首長 を形成する最大要因。②首長の権限を

抑制するべき二元代表制下では、議会は市民の代表 〈多数意見〉
会派拘束（党議拘束）を原則廃止 機関として強力に首長権限をコントロールしなけれ 会派自の国！~であ1:!. 盟行どt三日とするa

ばならず、そのために、市民意思の総体を議会にお 〈少数意見〉
いて首長に表現するのが責務。会派（政党）の思惑 活発な議論を経て公論を形成していくため、廃止を含めた検討を行う

a会派 を議会で表現するのは、強首長裂の二元代表制下で こととする。
は特に適当でない＠

－ーー・・・・．．圃 ー，．．，，．．．．．．．・・－－”ーーーーーーーーーーーーー－－－－－－””ーーーーーーーーーーーー・－－句．”ーーー－－－－－－－－－－－－ ー－ーーー，a句・ーーーー－－－－－－－－－－－－－－－ー”・・・・・・ーーーーーーーーーーーーー・ー・ー・州制伺帽噌”・ーーーーーーーー・4

との意見に分かれたが、多数震開存もって決jf'した。

3会派のあり方と活動について
市会運営委員会申し合わせ・確認事項における横浜市議会の会派

(4）議会の組
①組織 に関する要項において「会派は政策の決定及び形成に資するため、そ

織・権限・審議 の理念を共有する2人以上の議員をもって結成する。」としているが、
会派のあり方と活動について協議した結果、

〈多数意見〉

公明 会派 会派のあり方と活動（会派性の担保と役割・ 市会i軍嘗季昌会自L合わ廿・確認事r］！の「会i1iiに関す益事rj:[lに白日
権限） 主s謹会活動のための会派結成，政策立案・決定・揮冨等に盆l士盈会

活問調整s合意E芸成に蓋盈るこよょするa

〈少数意見〉
会派のあり方については、現行の市会運営委員会申し合わせ・確認

事項のとおりとする。

との意見に分かれたが、釜数意思査長って決定した。

－議会局は、法制調査など必要に応じ対応できるよ
議会機能を強化（事務執行の監視及び評価、政策立案及び政策提国）

うな強化充実が必要
するため、議会・議員の体制や議会局体制について協議した結果、

議会の権 政策提言・立案を充実させるためのサポート －議員の調査、政策立案活動ができるような環境整 議会活動の必霊に応じ当闇屋機閤や~杏機圏・検討会及L王公聴会s
民主

限 体制の必要性 備と研修の充実 考考人t百致t.iどの創麿による掌i盤解験者s草草白窒をど外部有識者の
－会派ごとの政務調査員の採用をはじめとした政策 まEll!を這回」ていふ

b補助体制 立案機能強化のための措置 室たsj董会の政策立案能左牽自上主サ泊議会活動を回滑かつ効率
・議会図書館の充実強化 的に行ヨためにs議会畠全体の機昔話量化査図る必霊があることか；；，，

・・ーー”・・・・・ ーーーーーーー・．．．．幽司明・・・・ーー－－－－－－－－－－－F『司帽桐・・・・・・・・・・・・・ー－－－－－－－－－－－－－－－－－曙’E・・・ ーーー・ーーーーーー－ーー・・・回・ーーーー』－－『・・・・・・・・ーーー－－－－－－－－岨司，e園間司開・・”ーーー－－－－－－－－－－ 組織佐童ljの勢備及び必耳主主ム材の配置・育成を辞め主＂~＂
〉 議会局へ議員活動を補佐するスタッフを配置すると ことを全会一致を£って決定ιた。

当局 議会の権 政策調査・立案機能の強化 ともに、議会局による一般質問、予・決算特別委員限
会総合審査の質問要旨などの確認



大分類（4）「議会の組織a権限・審議JIこ関する検討項目についての協議結果

基本的な論点 論点に対する会派 会派等提出の検討項目

等提出の検討項目 協議結果
（抽象化） 提案

大分類 中分類 会派 項目 検討内容 備考

・議員同士の議論が少なく、特に特別委員会の位置
1常任委員会のあり方について

現行のB常任委員会の構成や委員定数について検証し、より活発な
づけが不明確。期限を切り、全員が所属しないで真 委員会運営に向け協議した結果、

民主 委員会 特別委員会の位置付け に必要なものとすべきである。 機撞？；＼（革や畠事業の園戸盟主どかふヨEの都庭臣官畠｜主議論室れて
・議員相互間の自由な討議。 盆Ll_,室た組織開局主主か主士，，翠i王ど缶Llとすることを全会一致査長って
・市民意見を公平に取り入れ、議員聞の討議をして 法定した。
政策を創り上げ、提案することが重要。

c委員会構成 ・・・・・・・・・』 『・・．．．．．．．．．．－－－明司・・・・・・・・・・・・・旬開・・・・・・・・・・・・・・・・・・帽同司噌再開・・・ーー－－－－－－－－明再開 ーーー・・帽『，－－－－－－－ー・・・・・岨ーーー再開・ーーー・・・ーーー・・・・』『陣曹司帽曹関・・ーーーーーー・・・・・・・ーーー・・・ 2 特別委員会のあり方について
特別委員会の位置付や委員会数など、そのあり方について協議した

結果、
常任委員会、特別委員会の委員会数の見直し 付議事件牽誼杏・li!liーマ主l.玄季昌開討議や有識者の却盟活圏

ヨコ会 委員会
（整理・統合） 委員会の整理統合 によ~政策梧冨ョ意思型の罪富芳法と」:r~!:i歯車士s 市会L軍雷雲昌

会に盆いて待昌改選の都塵歪昌会の盟甫L査協議するこよか己2理【行
どおり止する」と事全会一致事もって決穿した。

3 委員任期のあり方について
複数年にわたる懸案事項や重要案件など委員会審査と現行の委員

任期のあり方について協議した結果、

〈多数意見〉

d委員任期 みんな 議会自身 議会自身について（活発な議論を実現するた
常任委員会の任期の在り方 歪昌i王期l主理.l.王どおりとするa

めに） 〈少数意見〉
特別委員会について味、複数年にわたる計画等を審査するために委

員任期の複数年制について協議する。

との意見に分かれたが、愛敬煮~H：まJつ工法定した。

(4）議会の組
①組織 1委員間討議について

織・権限・審議 委員会審査のあり方や委員閑討議を確保する運営について協議し
た結果、

〈多数意見〉
必要に応じi商官歪量閏での誼議I孟fiわれ工いるが当引童館童誼議に

主日合意形成に努めるこ主主するa

〈少数意見〉
執行機関との質疑後に委員間討議の場を設けることを検討すること

e. 協議文は調整を
みんな 議会自身 議会自身について（活発な議論を実現するた

－議員問討議の実施
とする。

行う場 めに）
との意見に分かれたが、多数意見存もって決:iEした。

2協議文は調整の場について
議会における議案の審査、議会運首の充実を図るため、議員・委員

間協議や調整の場の設置について協議した結果、
議会包機能碕i!;_.議会活動を田温かつ効率的に仔ヨために当必霊

に応じ協議；＆I基調轄の場を設置す盈」よa室主団長会議益金昌協謹会
主主ど必翠に応じて会議盟問｜で位置付i士ていiこよ牽全会一致で決TI=し
た。

議会・議員活動における議員連盟のあり方について協議した結果、

f議員連盟 議塁の活動として当目的達盛に白l士宮b率・効果的にfiヨこι去全会一致
主法定した。

E調査機関 b.補助体制に掲載

2 



大分類（4）「議会の組織E権限・審議」！こ関する検討項目についての協議結果

基本的な論点
論点に対する会派 会派等提出の検討項目

等提出の検討項目 協議結果

大分類 中分類 （抽象化） 提案
会派 項目 検討内容 備考

1地方自治法第96条第2項に基づく議決事件の拡大について
議会の監査権限の強化 監査委員の活用 議会の権限強化に向けた取り組みとして、地方自治法第96条第2項に基

議会の権
・・・・・・M崎”’・・・・・・・・・・・・－－同開・田・・・・・・・・・・・－－ーー司旬開”ーーーーー・・・・・・・・ ーー・・圃・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・司副－－－副司』F』ー．，，．．．．．．．．ーーーーーーーー・・・岨圃軸M

づく議決事件の拡大について協議した結果、

公明 〈多数意見〉
vH 行政法人を含む外郭団体への審査 基本撞担当ii政金盤に係§，某志的主註画及び各会nにおIi§，某本的註函等

－ーー・・・・・・ーー『・・”ーーーーーーーーー・・ー『恒旬『F『・ーーーーーーーーー・・・・崎同胸’”・・・・・・・ー ーーーーーーーーーーー“”・・－－・”””・・・ーーーー・・・・・・・・・・・・・M・・・－句・ーーーーーーーーーーー・・・・・・・・・・ の策定s変ijl"&?.U廃止を議決事件とするa室た当証酉等につい工I；！；.策定前の

政策執行に関する監視及び評価 説咽孟：』策室後に.，，，期的主報告を求めることするa

ー．．．．．．．．．． ーーー・・M・『・・・・．．．．．．．．副．．『’ー－－－－－－－－－－－－－－ー四・ーーーーーーーーーーーーーーーーー”・・・・・・・・・・・・・ ーーーーーー・・・ー”・・・・・・開・ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・M”・－－－明”・・・ーーーーーーーーー・ーーー・・ーーー・M

ただい各省竪に白l士益基本的主計画等に園しては当策定前に諮問査雪l士主
配管の蛍i玉季昌会で当議決すベ室事件主するか主I［断すIlo
〈少数意見〉
基本構想を議決事件とし、その他の計画は策定前の説明、策定後の報告を

求めることとする。

との意見に分かれたが、多数煮層存もって決lEした。
なお、常任委員会での判断にあたっては、次の指標（案）存市会運営零員会

申し合わせ確認事項とすること存決意した。

a議会の権限 現在、地方自治体においては議会と首長と t旨模〔案］
の二元代表制となっているものの、予算編成 各会nに白l士益基本的主量同等の議決事件のt&いについ1.］丸策定前に詣

ネッ 権とその日常的な執行という首長の持つ権限 咽を雪I主主所管の賞任委昌会に益い工a市囚全域；＆I主全市医査対象主し左某

ト－ は相対的に大きく、近年の地方分権の推進に 健全な二元代表制を実現するために議会の権限強化 本的な芳白仲査定める3年l品上にわた益社函等の主主＝特に重要主主のと」士

無所
議会の役 より、その比重は一層増加しています。 が現行法制下の自治体レベルで、どのようなアプ 計開等主す益a

害l 二元代表制の本旨からも、また最も住民生 ローチによりどこまで可能なのかについて専門家を
属ク 活に身近な自治体の主権在民を実現するため 交えた議論、認識共有。 2 委員会審査のあり方について

ラブ にも、両輪の一方である議会が、これまで以 常任委員会での事務調査の拡充や決算と予算の審査のあり方やその審査

②権限 上の力を培い、首長権限との正当なバランス 方法、また議員からの資料要求への当局の対応などについて協議した結果、

を保っていく事が重要であると考えます。 蛍i王零昌会s圭箪・決算特別委員会審杏に白いて‘独立粁政法人査含ま？外
Ill図鑑の審脊査滴官婁杭する主主主にs参老人量I［鹿：主どを活圏l自主主主E図鑑の
青任者が出席ld;:ヨ孟で審杏で童§，仕組是正について協議す盈」とを全会一致査
もって決'.lEした。

(4）議会の組
織・権限・審議

政策条例に係る議員提出議案については、団長会議で決定している立案手
議会の権公明 積極的な議員提案（政策提言）の仕組み 続に加え、現地調査や意見聴取などが行える旨や、運嘗委員会でその都度決
R良 定している議案の取り扱い、議会局の処理すべき事項を明確にすることなどに

・・・・・・・・．． ．圃副』且F句．．．．．．・・・・・・岨幽””・・・・・・・・・・・』』幽胃曙帽・・・・・・・・・・・ーーーーー・・M’・ーーーー・・ーーーーー・ ・・M』”・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・同ー”’－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ー・・・・ーーー『F・・・・ ついて協議した結果、現行の市会3軍首主宰昌会自L合わ1土・確認事~］主rf団長
b. 議員提案の仕組 会議決定をi草守し＝理特ど怠Lム蚤案件の肉容等に応じ必写主協議査行いョ田
み

提案者は、議案発送日の概ねlケ月前までに、条例
滑な議員揮案の揮出存関る」と＃全会一致事もって決定した。

議会の権 政策に係る議員提出議案を提出する際の当局当局
E畏 とのルール設定

原案に関係する局等に対し情報提供及び予算措置の
要請などを行う等

総合計画、基本計画への議会の積極関与（行政が作

議会と行 議会と行政の関係について（二元代表制にお
成した案を議論するのではなく、策定の段階から議

c議決事件 みんな
政 ける役割を明確にするために） 会も関参与加する。例えば、各会派から代表を送って審 a 議会の権限に掲載

議に するなど。あるいは基本計画を議会の議決
事項にするなど。）

a審議のあり方（全
民主 本会議 本会議における審議の形骸化 大分類（3）『議会と執行機関の関係」で協議済般）

1 そ会れ期ぞのれ決の定会方期法について
会期の決定方法 日程の標準を定め運用するなど会期の決定方法に

ついて協議した結果、

・・・，F・・・・・・・・・・・・回胸骨・・・・・・・・・・・・・M・・・－－”E開・・・・・ーーー・・・・・－－－旬E』－－”・・・・・・抽・・・・・・・・・・・・・ー－－－－－”・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーーーーー『間関．．．．．．．．．． 会期日狸は盤ね2か且前に市会主霊嘗零昌会で決定まれていゑこよか
③審議 主理行どt宣りと主る』と査会会一致査£って決定した。

b会期 民主 定例会

会期の決定など形式的なととは本会議ではなく、運
2 会期中の日程調整について

会期中の日程調整 会期中の会議日程の調整については、委員会室数など物理的な制
営委員会で決められるようにすべき。 約があることから協議した結果、

謹昌は包会期の日程去最優去とす§，こ主査市会i!首季昌会直し合わ

3 
せ・確認事rgとする」とを全会一致をま，って決室した。



大分類（4）「議会の組織・権限・審議JIこ関する検討項目についての協議結果

会派等提出の検討項目

協議結果
跡的な論点領：i嗣出向鋪

等提出（抽の象検化討）項目

大分類 I 中合－ 提会派案 項目 検討内容 備考

b.会期

ぷ！？話J議l③審議

G請願・陳情審査

公明 ｜定例会 ｜定例会の回数・会期 会期中の日程調整を容易にするため、 「議会優先
ゾーン」日程を設定すべき。

一3 定例会の回数・会期について
地方自治法の一部改正により、条例で通年会期と定めることができ

ることを踏まえ定例会数、会期日程のあり方について協議した結果、

〈多数意見〉
」現行Eおり止す~－
〈少数意見〉
会期日程については、議案発送から本会議質疑までに必要な期間を

山｜議会時計身同て（活発な議論を期するた｜議ぬ期の在り方 ｜堅持こと及び各会派への綜説明を早めることについて協樹る

自民

民主

議会活動｜本会議・委員会（請願、陳情審査）等議会審
議・活動

言願陳｜請願などの審議方法

との意見に分かれたが、名数積層存主つで決定した。

1請願・陳情審査について
行政要望等の陳情については、運営委員会で付託しないとした決定

を踏まえ、付託陳情と付託外陳情の取り扱いの差異について協議した
結果、

〈多数意見〉
甫会揮営季昌脅で議論＂＇れて告でい不鰐緯手，忘るととからー却特 Fお

辻よ玄ゑL

〈少数意見〉
行政要望等を含むすべての陳情を付託し審査することとし、請願者、

一一一一＿＿＿＿，陳情者の意見陳述の場を設けることとする。

常任委員会で議論する際に、一部の文言が問題に
なって採択されないことが多い、委員会での議論を
踏まえて内容を修正し、採択できるようになれば、
もっといい結果を出せるのではないか。

との意見に分かれたが、各教育胃事手，って決＇.$＇した。

2請願・陳情受理期限について
会期における審議・審査の都合上、現行、当初議案上程日の5目

前としている請願・陳情の受理期限について協議した結果、

〈多数意見〉
現行Eおり当初議案上稗日の5目前介する内

〈少数意見〉
定例会中の請願・陳情の受理期限について、あらためて協議する。

」ーー“自ーーーーー－・・ーーーーーー句ーーーーI－－－－ーーーーーーーー一司町田町ーーーーーーーーーーーー－－句””ーーーーーーーーーーーーーーーー回目”“ーーーー－-1－－－－－－ーーーーー勾崎－－－ーーーーーーーーーーーーーーーーー－－・ーーー”ーー句匂司田ーーーーー－－－－－ーーーーーーーーーーーーー
との意見に分かれたが、多数責現存もって決＇.$＇した。

公明 1；願陳！震房長すま苦F議員の公正化（議員の自己請｜ 13審査結果通知について
請願の審査結果の通知については、運賞委員会において会議規

→則どおり理由を付記しないと決定した経過を踏まえ、結果通知に不
採択理由を付記することについて協議した結果、

共産 1：任委員｜陳情も付託対象として、審査する。

ヨコ会｜請願・陳｜請願書及び陳情書のあり方と紹介議員の取り
情 l扱いについて

4 

〈多数意見〉
市令f軍営季邑舎においで議論声れて告でいあ鰐緯もあるこ止から‘E冒
特戸おりの取り級い止す~－

〈少数意見〉
審査結果通知に採択・不採択の理由を明記する。

一一一一一一一一一一一一一→との意見に分かれたが、多数薫毘存もって決官した。

4 議員の自己請願及び紹介議員について
議会での審議と議員の関わりゃ、自己請願について協議した結果、

〈多数意見〉
議昌l土審議権‘議決権存持つでいあこ止からー肖E語闘は漬慮すあこ

と笠査協議玄ゑa

〈少数意見〉
市民としての請願権もあることから、各自が判断すべきことであるため

現行どおりとする。

との意見に分かれたが、多数責県安もって決＇.$＇した。



大分類（4）「議会の組織・権限・審議」に関する検討項目についての協議結果

基本的な論点 論点に対する会派 会派等提出の検討項目

等提出の検討項目 協議結果

大分類 中分類
（抽象化） 提案

会派
項目 検討内容 備考

予算議案は、現行本会議で予算代表質疑及び予算関連質疑を、予算
特別委員会で局別審査を10日間と総合審査を行っているが、予算議案
の審査方法について協議した結果、

d，予算議案の審査 予算議案に対する審査方法（予算研究会、予 〈多数意見〉

方法
当局 本会議 算代表、予算関連、局別審査、総合審査）の 含室主主t必要に応じ市会i軍童委昌会で協議室れ工いることかふ市会

再検討・見直し
t買営零昌会で協議すべきであるの
〈少数意見〉
本会議での予算質疑に関する日程を拡大する。

との意見に分かれたが、＆数意昆牽志って決定した。

委員会室へのパソコン等の持ち込みと議場及び委員会室で議員が
プロジェクヲ一等を使用することについて協議した結果、

議会自身について（活発な議論を実現するたみんな 議会自身 委員会への議員のパソコン持ち込み許可めに） 〈多数意見〉
合室でま；必要に応じ市会ii富季昌会で協議室れているこよかふ市会

eパソコン等の持込 運営委員会で協議すベ告である。
み

・．．．．．．．“ー ーーーー』・・．．．．．．．・・・・・－－・・・..’・・四・ーーーーーー－－－－－伺．園”・・ーー・・・・・・・・・・・・ー””’・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・M・，・ーーーーーーーーーー・ーーーー・・・・・・・・・』司『『，．．開・ーーーー・・・・ーーーー・・・・・・ーーーー・・・
〈少数意見〉

(4）議会の組
③審議

織・権限・審議 市会として、本市が取り組んでいる電子市役
01~ ソコンの持ち込みに当たっての課題や環境などを議論する。

ヨコ会 会議運営 所の先取りを行い簡素で効率的な議会運営を
パソコンやパワーポイントなどの情報機器の活用と 0議会の活性化から、ルールは必要だがパソコンの持ち込みを認める。

おこなう。 パソコンの本会議・常任委員会への持ち込み
との意見に分かれたが、を数意思査長って決定した。

T採決方法 当局 本会議
議案等の電子採決（押しボタン式投票の）導 現行の採決方法について協議した結果、他都市での導入実績、費用
入 対効臭在どか長現粁どtヨ日とす盈こと査全会一致査士iつ手決志した。

委員会審査における委員外議員の出席及び許可制としている発日L
ついて協議した結果、

〈多数意見〉

常任委員
委員会での審査を、行政への質問だけでな 季昌会4軍醤上s季昌処議昌の盆言l;t.季昌会の註可釧とをっている

E委員外の発言 共産
会

く、議員相互で意見交換を行えるようにす 当該委員会の委員ではない議員の発言を認める。
」とから現行どおりとするの

る。 〈少数意見〉
会派所属議員がすべての常任・特別委員会委員に就任していない会

派の委員外議員の発言の機会を設けることとする。

との意見に分かれたが、多数意胃存もって決'.iEした。

5 



大分類（5）「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関する検討項目の協議結果 5 

基本的な論点 論点に対する 会派等提出の検討項目｛詳細）
会派等提出

協議結果の検討項目
大分類 中分類 （抽象化） 提案 項目 検討内容 備考会派

横浜市会議員が市民全体の奉仕者として、公正かつ清廉を基本姿勢とし、常I』政治倫理意識
に徹した議員活動に取り組むに当たって、必要な事項を定めることを目的とした横浜市会議員
政治倫理条例や要綱を制定することについて協議した結果、
〈多数意見〉
横；喜市会議昌l:.t.,芭に政治倫理意識に徹した議昌活動にE叫組んで茜仏現状でl:.t.,政治倫

横浜市会議員が市民全体の奉仕者として、公Eかつ清廉を基本姿勢とし、常 市会独自で寄附禁止事項や団体役員 理条例や要綱存特段制定する必要はない円
a.政治倫理 ヨコ会 政治倫理 に政治倫理意識に徹した議員活動に取り組むに当たって、必要な事項を定め などの兼業禁止を規定するなど、市民 合後士」引童錨室s市畏の負託に応えるためa政治倫理の白上に努めs公E及IH盛宴に職言査

ることを目的とした横浜市会議員政治倫理条例や要綱を制定する。 にわかりやすく理解協力を求める事項
全宣し当かつ市民の代表と」て邑心及び奮i王将査持ってs品i立査保持」識思表蓉主宰ヨ努めてを強調する。

p少｛，，＿数意見〉

議会基本条例を制定し、議会・議員の役割などとともに規定すべきである。

との意見に分かれたが、多数意塁走査って決定した。

議員報酬Lついては、地方自治法の趣旨を踏まえ、横浜市の財政規模、事務の範囲、議会及

公明 報酬 議員報酬の適正額の考え方
び議員活動に専念できる制度的な保障、公選としての職務や責任等を考慮し、議論するべきで
あることを踏まえ、そのあり方や適正額について協議した結果、
〈多数意見〉

..，・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・ー・・．．，，．明鴨司曹関曙・．．”・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．帽・．．，帽鴨事司鴨”F・帽・．．．．．．．．．．． ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー曲司曲曲ーーーーーーー－－－－－－－－－－ 当季昌会〔楕漢市全基本条飽｜の劃:iE.に関する調杏特別季昌会］でl:.t.,「市会が子の役割をさ
横浜市の議員報酬は、全国の市町村で最高となっている（名古屋市と大阪市 らI』発揮」てい三ため3市会の立法機能査晶め益をど当市会の自主的・自律的主改革査一層椎

〔 共産 報酬 は現在減額中）。厳しい財政状況のなか、議員も身を削るべきだとの声があ 議員報酬を2割削減し、政令市平均並 主主していi上で泊市会議昌主」工の活動や議会活動のあり方在ど査岨確にするため注某本条倒
5 

b.議員報酬 がっているが、身を削るのなら議員定数の削減ではなく議員報酬の削減が有 みとする。 の壷｜定に関す益詞杏E検討を行ヨ」と• I査付議事件として議論していることか与この議論査経
） 

効である。 た後当必耳互に応じて｝.rn途協議するa
ーー曲・．曲ー・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ・・・・ー・・・・・・・・・・・・・圃値値圃値ー値ーーーーーーーーーーーーーーーー－－－－－－－－ 〈少数意見〉

議
① 全体の経費という観点から、議員報酬、費用弁償、政務活動費、議員定数について全体的に

員 政 議論すべきである。の
’品It ヨコ会 委員会 正副委員長報酬の見直し（廃止等） 報酬の廃止

政 倫
a’ロ" との意見に分かれたが、多数意現存もって決定した。
倫 理

、
1 費用弁償については、横浜市会は、平成19年度より日額支給の費用弁償を廃止し、「議員理 報、 が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。Jと条例に規定し、市外

報 酬
に出張したときのみ支給しているが、費用弁償l立、「その職務を行うため要する費用」の弁償で、

酬 政 あることから、支給の範囲等について協議した結果、、

政 務 〈多数意見〉

務
調 審問弁i嘗の支給の範囲等牽率のとおり変事するa

調 査 Cf)支給の範囲多現行条倒による支給に加2ー却1，方自治法に某づ三会議等｛本会議当季昌会
査

費
民主 費用弁償 実費相当の交通費を支給 通常ルートによる交通手段を設定し、 等｝への出席及び市肉に出張したと室〔零昌会想察等｝について全対象とす益a

費 実費相当の交通費を支給すべき。 ②支給箱l:.t.,実費相当額と」て、
・会謹等へ出席」なと室l:.t.,市会棟査基準と！..，て各議昌の居住区ごとに

研 神奈川区・西区・白区・南区・磯子区は当 1,000円
修

鶴屋区・港南区・保土ケ谷区・旭区・舎沢区・港北区・栄区l:.t.,2,000目
緑区・青葉区・都筑区”巴塚区・泉区・瀬谷区l:.t.,3,000円査支給す益。

・市肉に出彊したと童はヨ市会棟査集合場所とする」とから．会議等へ出席」た場合と固様に
市会握査基準として各議昌の居隼区ごとの宴奇相当荷の支給l』加え誼市肉出張l』係§i旅

c.費用弁償 ・．ーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーー・M
..圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園開．”ーーーーーーーーーーーー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ーーーーーーーーーーーーーーーーー司ー司司司司ーーー司ーーー司ー司司・．．．．．．．．．．．．．．． ．． ，ーー司．．．．．．．．．．．． 値・』ーー－ー』薗ー－－－－－－－－－－－－ーーーーーーー”・ 費存支給するの

〈少数意見〉
①全体の経費という観点から、議員報酬、費用弁償、政務活動費、議員定数について全体的に
議論すべきである。

②現行どおりとするが、支給するとした場合、支給の額は、実費を支給し市内出張のときは、旅
費を支給しないこととする。

③費用弁償を支給することで増額となる経費分は、現行の予算総額の範囲内に納めるべきで、

公明 活動原則 議員活動の制度的支援 議員活動費、秘書制度、交通費の支給
支給の額は、実費を支給し、市内出張のときは市外出張と同様に旅費のみ支給する。

との意見に分かれたが、多数意見事もって決定した。

2 議員活動の制度的支援については、地方自治法が改正され、新たな政務活動費の範囲に
おいて、議員の調査研究その他の活動に資する経費の一部が対象となったが、その他公費
における新たな制度的支援について協議した結果、
公費におl土§i艶た主£i!I尾？的支援についてIL法的に難」いことかふ理t粁どおりとす盈こと

安全会一致査全って法jJ?した。



大分類（5）「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関する検討項目の協議結果

基本的な論点
論会の（点派検抽に等討象対項化提す）出目る

会派等提出の検討項目（詳細）
協議結果

提案一 項目大分類 中分類 検討内容 備考
会派

政務活動費は、地方議会の活性化を図る趣固から、議員の調査活動の基盤を充実強化する

使途基準は、都市に働〈議員として幅 ために必要なものであるが、その使途基準ゃあり方について協議した結果、
民主 政務調査 政務調査費の使途基準 を持たせるべき。 〈多数意見〉

地方自治法の改正に佳い当横浜市会政務調査費の交位に閉す益条直I［が一部改E室れ，主Eた
司曹司同・．．．．．．．．．．・・ー－－・R・－－－－－－－－－－－－－ー－－－司胆・ー・・・・・・・・・・ーーーー．．．．．．．．・・・・・・値ー－－－－・－－－－－－－－－ーーー・・白』ーーーーーー司．．．．．．・・・・・・・・・・・・・ー司・・－－－－－－－－－－－－－－－－ーーーー司・・・ーーー，，．．．．．．．．．圃圃岨 に政務活動普として健主宰某準が条例に明記主れ乞ことaまた当すべての領臨書の写し存公開」

公明 政務調査 政務調査費のあり方 実費弁償移行等 ていることかふ理丘どおUの取り怨い占するB

d政務調査費 ・・・・ーーーーーー『胃．． ．．．．．．．幽－－－－－－帽・・・・・・・ーーーーーーー”．．．．．．．．．．．．．．．． 幽ーーーー．．．．．．．．．．．．．．．幽ーーー”・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーー－－－－－ーーー・ー・・ －ーーーーー・・ー－－－－－－・ーーーーー司．”・・・・・・・・・・ー・ー－－－－－骨骨．．．．．．． 〈少数意見〉
議会活動にどう生かすのか、生かされたのかを含め公開する。

－政務調査費は、領収書の公開だけで 市民が見やすい公開場所を設置し、期間を定め、領収書及び成果物等を公開する。
政務調査費は、きちんと議員活動を行うために、調査を行い、市民に報告する なく、調査研究報告書など成果物と会

共産 政務調査 ために必要なものであるが、その一方で第二の報酬などともいわれており、市 計帳簿も公開する。 との意見に分かれたが、多数意畏存もって決定した。
民合意が得られているとは恩われない部分がある。 －政務調査費の金額は、市民参加で

妥当かどうか検討し、市民の理解をえ
られる適正な水準とする。

横浜市会議員の海外視察は、議員派遣制度l』より実施しているが、議員派遣制度は平成14
年の地方自治法の改正により、議会の調査権の一部として、同法第100条第13項で新たに規定

（ 

① 
されたもので、横浜市会の「横浜市会議員の海外視察取扱い要綱」による運用では、議員として

5 の経歴が2年に満たない期間は実施できないこと、また、 1期議員と2期以上の議員とで旅費限政
） 

治 度額に差を生じさせている。

議 倫 公明 議員派遣 海外視察の公費負担のあり方 議員は、市民から選挙により選1まれた公職にある者として、かっ合議制の議事機関である議
員 理 会を構成する一員として、等しくその役割を担うものであることから、議会の調査権の執行にあ
の

、
たって、調査を行う議員で差があること等、海外視察の公費負担のあり方について協議した結

政 報 果、
ε’ムロ 酬

〈多数意見〉
倫

、

理 政 重量外視察の2軍用に当士つては，
務 fl議昌と1ての経歴が2年に満たない議員を参加させる場合はそのい 慣す~内、 e議員派遣 ・・・・・・・・ーーー， 四・・・・・・・・・・・・・ー－－－－・－－－－－－－－－－－－－司－－－－－－－－－－・・・・ーーーーー司F・・・・・・・・・・・・・値ーー－－－・ー・・・・・・・・・・岨・・ーーーーーー－－明咽明・・・・・・・・・ーーー－－－ ーーー司，．．．．．．．．．ー－－－－－－・・－ーー司F・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーーーーー

報 調 各）旅費限唐績は，－f主固留とす益a

酬 査 （吉）報告書の公開については当現行どおり行いョ市民への1音量IH星蝕及び議昌国での1青主E共有を
、 哩t 図2てし、＜o

政 現在、議員1人あたり1期4年間で120万円、 1期目の議員は3年目以降60万円 〈少数意見〉
務 を限度とする海外視察費が計上されている。海外のすぐれた事例を調査するこ ①海外視察は、議員派遣制度ではなく政務活動費で実施すべき。調 とは横浜市政のために役立つ場合もあるが、そうであれば、1期の議員は60万海外視察は、政務調査費で行い、全行
査 共産 海外視察 円を限度とするという差別があるのはおかしい。 程と領収書を公開する。現行の公費に ②③旅視費限度額は、一律同額とするが、現行予算額を超えないように実施すべき。
費 近年、地方財政は厳しい状況におかれ、観光まがいの海外視察に対して市民 よる海外視察は廃止する。 察報告書は速やかに提出し、本会議に報告するとともに公開すべき。
、

の批判があがっており中止・凍結している議会が多い。
研 との意見に分かれたが、多数意県存もって決定した。
修 また、横浜市会議員の海外視察取扱い要綱については、別紙（案）のとおり変更することを迭

定した。

横浜市会の議員定数については、平成23年改選Lおいて92人から86人と6減としたが、平成
27年改選に向け協議した結果、
濃くと金平成26年第4回定倒会までに園長会議及び市会i軍賞委昌会に白いて，平成22空国塾

f議員定数 認否の確'.iF'i怖に基づく誼たを各撰挙区i巽出議量数等の必要~~条倒改正を行圭」とを全令一致
をもって決定した。

改選後の新人議員L対する研修会や説明会及び議員連盟が、その活動を通じて特定の市政

② 
の位課置題付等に関する議員間の共通認識を深めるため、議員を対象として行う研修会の制度的な

けについて、協議した結果、
研 代表者かbの自詰に某づ主s議長が承認し工行ヨ議会の議昌li.!E修とすることま全会一致査全つ
修

三迭亙した。
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見え消し部分：削除
アンダライン部分：追加

横浜市会議員の海外視察取扱い要綱（変更案）

（目的）

制 定昭和58年 6月27日

最近改正 平成22年 4月 1日

第 l条 議員の海外視察は、議員が海外都市の議会運営及び行政事情を

視察し、もしくは諸外国との友好親善を促進するため実施し、もって

市政の発展に寄与することを目的とする。

（資格要件）

第 2条 議員は、任期中（原則として 1回）海外視察を実施できる。た

_,_,,,, 1 ヨ語呂し？ ”アー庁、 22原来 J、ずりよ＂ 1。主主些＋－『＞， I、甘日匝慣？斗応卒／

（実施方法）

第 3条 海外視察は、議長が編成する視察団又は議員が視察目的を設定

して編成する視察団により実施する。団の編成は、原則として議員 8

人以上とし、議会局書記を随行させることができる。また、経歴が 2

年に満たない議員を参加させる場合は、その経験を考慮する。ただし、

次の方法による場合は、議長（団長会）の個別の承認を得て、この例

外として実施することができる。

( 1）全国議長会の実施する視察団に参加する。

( 2）議員の海外視察を主目的とする調査団に参加する。

( 3）本市その他公共団体の主催・企画する親善・交流の視察団に参

加、または会議に出席する。

（調整方法）

第 4条 年度別実施計画、会派別参加数の割振り等の海外視察に関する

事項は、あらかじめ団長会議において調整する。

2 各議員の視察参加形態は、会派（団長）において調整する。



（視察手続）

第 5条 視察をしようとする者は、海外視察団参加申込書（様式 1）又

は海外視察願書（様式 2）に目的、場所、期間、調査事項等を記載の

上、議長あてに提出するものとする。

（旅費）

第 6条 旅費は、横浜市旅費条例、横浜市外国旅行の旅費に関する規則

（議長及び副議長は特 1号、その他の議員については特 2号を適用）

を準用する。ただし、航空機の使用は原則としてビジネスクラスを上

限とする。

2 旅費の限度額は、 12 0 万円とする。 't=~b, l:itll勺空空？士、 5g 

一正 Eロレ可← z

（視察報告）

第 7条 議員は視察終了後速やかに議長あて海外視察報告書（様式 3) 

を提出するものとする。視察団により視察した場合は、参加者全員

で作成した報告書を提出する。また、視察の内容について、各議員間

での共有を図るものとする。

（適用除外）

第 8条 正副議長が議会代表として実施する海外出張及び友好都市・友

好港の公式訪問等市長からの要請による海外出張は、適用除外とする。

（細目の決定）

第 9条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は、団長会議の

意見を聞いて、議長が定める。

附 則

この要綱は、平成 15年 6月26日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年 4月 1日から施行する。



、

基本的な論点る

大分類 中分類

論点に対するII.
会派等提出
の検討項目 H

（抽象化） .11慧 項目

大分類（6）「大都市自治における議会のあり方」に関する検討項目の協議結果

会派等提出の検討項目（詳細）

協議結果

検討内容 備考

横浜市は、我が国の経済をけん引する役割を果たしていく責務があるが二扇有面指定蔀市青lj
度では、その能力を十分に発揮できるような制度的位置づけになっていないこと、また、市民の暮
らしを支え、さらに経済を活性化していくためには、大都市横浜が持つ力を存分に発揮できる制度

①規模の大きな自治体においては、一人の長によって賭掛むよりも、各｜地方政府の形態は二元代表制のみで｜が必要であることから、特別自治市制度を目指している。
区より選出された議員達によって予算編成と行政執行を行う方が、きめ細か｜なく地方議院内閣制等を導入可能とす｜ 特別自治市制度に関しては、現在、大都市行財政制度特別委員会及び政策・総務・財政委員
い民意の市政反映を可能にするロ②規模の大きな自治体の議会では政党政｜る地方自治法改正を固に要望する。 ｜会において舗が行われていることから、現行制度において議会組lこ関与する仕組みについ

a地方自治制｜｜ ｜議会の存｜治（会糊）が定着し国政との連動も顕著で仏党議拘束を生かした政党1：~：~協議務官認｜て協議した結果、
｜｜民主 ｜ ｜政治を行うのであれば議院内閣制を採用するべきで、少なくとも自治体が最 l
｜｜ ｜在価値 ｜ l改正し、議会から政策リーダー（首相）．
II I l適な政府形態を選択可W減配するべきである。③自治体規模によって政｜を選出、首相が局長を任命、内閣を組11 常任零員会の審杏においては‘必専に応じ苓冒会とLて区長の出席械めが場合、当該区長

治体制を柔軟に住民投票によって決定できることは世界標準であり、住民の l I 
｜織し、内閣において予算編成と行政執lは、説明員として出席する扱いとすること客全会一致手＃，って決定した。

意思によって二元代表制か議院内閣制かを選択できる自治法とすべき。そう｜行を行う。市長は対外儀礼的事項を担｜
することで地方議会の存在価値そのものを住民意思によって決定できる。 I I 

『い、議会に政策提言を行う。 12予算・決算特別委員会の局別審査においては、局から区への予算、事業もあることから、区長
の出席存求める調舎があった場合‘当言吉区辱l土‘説明昌として出席する扱いとすること存全会
一致手ヰEつで決定した。

3 区づくり推進横浜市会議員会議の運営において、
①協議事項は‘個件あふ区づ〈り推進脅に加王．局から区への三予算≫.rt事業に係る区中要事
業とすあこ土存会会一致存もつで決'.iF'した。

②弔箆・決算についでの聞催は‘市舎における予算・決箪の審議・審杏の前に開催し‘協議内
容が生かきれるもの止すあこと存全会一致存もって決定した。

③会議の議事録存作成の弓牙議高に提出し‘議長は議事録存会開すあこ左手事今会一致存中，っ

現状の区づくり推進会議にチエツ空機 lZ盗塁した。
能はない。 l④会議の公開は、

(6）大都市自治における議会担区への権限l民主 ｜議会の権｜区への権限移譲1ーともなう議会としてのチエツウ機能のあり方
のあり方 日移譲 " l限 』

議1認するl時 ｜書会の役｜地方議会の充実強化と活性化

〈多数意見〉
各区ごとに協議しで准めるべ告であJふ

く少数意見〉
各区施設面等の課題があることから、現行どおりとする。

との意見に分かれたが、名数煮胃存もって決＂＂＇した。
⑤会議の性格は、
当面‘甥符EおLJ写領で詩晋す~·轟畏の招集全議止し今後．区への権限移譲や機詐・組

織休制の強化手堺支‘特別委昌会や士th.方自治法第100条第12t直に基づ〈協議の場などとする

こと安検討すliこと安全会一致芥もって決＂＂＇した。
定ト‘現行の区づ（LJ椎准構浜市全議員会諦芥条例に規＂＂＇し会議の位置付け存明確にする

左止ヰzに、区づ〈り推進椅浜市会務昌会議軍営事領存別紙（案）のとおりillliEすあこJ’存全会一

盈査主2I迭定した。
なお、会議の公開については、市民局及び各区と調整することを確認した。

議長への議会招集権の付与、臨時議
会の活動制限の撤廃など議会活動の
自由度の拡大、意見書に対する関係
省庁等の誠実回答の義務付け、並び
に地方議会議員の責務の法的明確化
及び活動基盤の強化など、横浜市会．
として地方六団体と連携を図るととも 14譜令は、必事がある左摂める左告は、区で執粁＃れる事務ぞの伯区の符政について、具体的
に固に対し地方自治法の改正を強力｜かっ個別的に検討すli場安設晋すること存合会一致存もって決＂＂＇した。
に求めること。 目
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一更一：
 区づくり推進横浜市会議員会議運営要領（変更案）

制 定平成 6年 5月25日

最近改正平成25年 月 日

1 目的

本市における個性ある区づくり推進費笠について協議するため、各区に区づく

り推進横浜市会議員会議（以下「会議」という。）を置く。

2 招集

会議は、市会議長が招集する。

3 構成

会議は、当該区選出の市会議員をもって構成し、互選による座長を置く。

4 盤益事項

個性ある区づくり推進費に関して協議する。また、区の主要事業（区内におい

て局が行う事業及び区配事業を含む）に関して必要に応じ協議する。

5 説明員

区長及び区局関係職員とする。

6 開催内容及び開催時期

開催内容及び開催時期は、次のとおりとする。

( 1 ）個性ある区づくり推進費の翌年度予算案に関して、予算特別委員会の審査日

程を考慮して開催する。

( 2 ）個性ある区づくり推進費の当該年度執行計画等に関して、 6月頃開催する。

( 3 ）個性ある区づくり推進費の前年度実績と当該年度の執行状況及び翌年度予算

編成の考え方に関して、決算特別委員会の審査日程を考慮して開催する。

( 4）局が行う事業及び区配事業を含む区の主要事業に関しては、上記開催時に必

要に応じて適宜協議する。



7 事務笠

__U_L会議の事務は区長が行い、会議の概要を記載した議事録を作成する。

( 2）議事録は、会議の日時、場所、出席者、議題及び発言の要旨を記載する。

( 3）座長は、議事録を議長に提出する。提出された議事録は、議長において、こ

れを公開する。

附則

この要領は、平成 年 月 日より施行する。

0、



横浜市議会基本条例（構成案）

（前文）

－目的及び基本理念

・議会及び議員の役割、活動原則

・議会運営の原則

・会期

・委員会

・会派

－市民との関係

・広報及び広聴の充実

．情報の公開

・市長等との関係

．議決事件

－議会への説明等

－監視及び評価

－政策立案及び政策提言

．危機管理

・災害時の議会及び議員の役割

．議会の機能強化

・区行政との関わり

－学識経験者等の活用

．議員連盟

・研修及び調査研究

・議会局及び議会図書室の強化

－政治倫理、議員定数、議員報酬、政務活動費

．他の条例等との関係及び条例の見直し

. ~付則
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8 
平成 25年 5月 日

横浜市会議長

佐藤祐文様

横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会

委 員 長 嶋 村 勝 夫

横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会報告書（案）

本委員会の付議事件に関して、次の調査を行ったので、その結果を報告します。

、ー
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初めに

2000年以来の地方分権改革推進により、地方自治体の権限が拡大したことに伴

い、議会の権限、役割は大幅に増加した。横浜市会は、二元代表民主制を首長と対

等に担う我が国最大の基礎自治体の議会として、市民の負託に応え、その役割を果

たしていくため、その時々で、議会改革検討懇話会、議会のあり方調査会及び市会

運営委員会において、さまざまな課題を検討し、議会改革を継続的に進めてきてい

る。

前任期における市会運営委員会では、議長から「地方分権の進展や社会経済状況

の変化など、市政を取り巻く環境が大きく変化している中で、議会の果たす役割へ

の市民の期待もますます高まっていることから、さらなる議会活動の活性化を図り、

市民の期待に応えられるよう課題に対する調査・検討4の諮問があった。

その諮問事項の一つに「議会基本条例の制定」の項目があり、協議結果は、 「議

会基本条例の制定については、今後の議会のあり方を踏まえ協議していく必要があ

ることから、改選後の新たな議会において協議すべきものである。 J とされた。

このような経緯を踏まえ、平成 23年の統一地方選挙後の新たな議会構成におけ

る市会運営委員会において、議会基本条例の制定に関する協議の場として、地方自

治法第 I0 9条及び横浜市会委員会条例第 5条の規定に基づく特別委員会を設置する

こととなり、平成 23年 5月 31日の市会本会議の議決を得て、本特別委員会が設

置された。

その後、議会基本条例の制定に関する検討に当たっては、議会改革を進めるため

の課題解決に向けた協議を行った後、協議結果を踏まえ、議会基本条例の制定に関

する協議を行うこととし、各会派及び執行機関から議会活動全般についての意見、

課題を提出わただき、提出された各課題等を大きく 6つの項目に分類した上で、課

l題ごとに道府県及び政令指定都市における取り組み等を調査するとともに、本市会

の現状を改めて確認しながら、調査 l・検討を行ってきた。

2年にわたり、 25回の委員会活動の結果、各課題の解決に向け、新たな取り組

みや見直しを決定するとともに、議会基本条例を制定することを決定した。

この報告書は、横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会の活動と協議結

果等の内容を報告するものである。

委員長 嶋村勝夫
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1 付議事件

市政に係る諸課題の解決に向け、市会がその役割をさらに発揮していくため、

市会の立法機能を高めるなど、市会の自主的・自律的な改革を一層推進してい

く上で、市会議員としての活動や議会活動のあり方などを明確にするため、横

浜市会基本条例の制定に関する調査・検討を行うこと。

2 協議内容

( 1 ）各会派、議員及び当局から提出された検討項目

ア 大項目（ 1 ) 「議会・議員の活動原則」に関する検討項目

イ 大項目（ 2 ) 「議会と住民の関係」に関する検討項目

ウ 大項目（ 3 ) 「議会と執行機関の関係」に関する検討項目

工 大項目（ 4 ) 「議会の組織・権限・審議」に関する検討項目

オ 大項目（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関する検討

項目

カ 大項目（ 6 ) 「大都市自治における議会のあり方」に関する検討項目

( 2 ）検討項目の協議結果に基づく会議規則、委員会条例などの改正内容

( 3 ）市会基本条例制定の必要性

( 4 ）市会基本条例での規定事項

3 協議方法等

( 1 ）議員活動、議会活動など市会全般について協議する。

( 2 ）現行の諸規定（会議規則、委員会条例など）の改正も含め協議する。

( 3 ）その他必要に応じた事項を協議するロ

( 4 ）各検討事項の協議を行った後、議会基本条例制定の必要性について協議する。

( 5 ）議会基本条例に規定すべき事項について協議する。

4 委員会の運営方法等

( 1 ）原則、閉会中の活動とし、会期中は、開催しない。

( 2 ）基本的な検討を行い、運用などの詳細は運営委員会などの所管に検討を委ね

る。
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5 これまでの委員会活動の経緯

( 1 ）平成 23年 6月 23日

委員会の運営方法等について協議した結果、調査期間をおおむね 2年程度と

し、平成 25年第 2回市会定例会において調査結果報告書を提出することとし

た。

また、検討項目については、

－議員活動、議会活動など市会全般について協議すること。

－現行の諸規定（会議規則、委員会条例など）の改正も含め協議すること。

・各会派、議員及び当局から意見、課題等の提出を受け、協議すること。

以上のとおりとし、委員会終了後に各会派等へ検討項目の提出を依頼すること

とした。

( 2 ）平成 23年 8月 26日

各会派及び総務局から提出された検討項目について、考えや内容の説明を

受けた後、意見交換、質疑を行い、引き続き協議することと決定した。

( 3 ）平成 23年 12月 1日

各会派等から提出された検討項目の議論に当たっての参考とするため、資料

に基づき議会局の説明を受け、議会基本条例の役割、議会の憲法上の位置づけ、

議会の役割・機能等、及び検討項目を整理するに当たり大きく 6つに分類した

基本的な論点について、意見交換を行った。

各会派の意見を参考にさらに整理した検討項目（案）を作成し、次回委員会

から具体的な協議に入ることを決定した。

( 4 ）平成 24年 1月 31日

委員会として共通認識を持てるようにするため、資料に基づき議会局の説明

を受け、議会基本条例の性格、位置づけについて、意見交換及び質疑を行った。

その後、前回委員会で確認された基本的な論点に基づき、

・当委員会で検討を行う項目

－運営委員会に協議を依頼する項目
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－その他検討項目としない項目

に整理し、意見交換、質疑を行った後、運営委員会に協議を依頼する項目、及

び検討項目としない項目については、委員長から運営委員会委員長、または、

提出会派に申し入れすることを決定した。

また、前回委員会で要求のあった「他都市における議会基本条例制定に伴う

議会運営等の変更」について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、

質疑を行った。

( 5 ）平成 24年 4月 5日

平成 24年 4月 24日午後 1時 30分開会予定の委員会において、元全国都

道府県議会議長会議事調査部長の野村稔氏を参考人として招致し、 「議会改革

の条件、自主的・自立的な改革の推進」について意見聴取することを決定した。

なお、傍聴を希望する議員を募るため、委員長名で各議員宛てに通知するこ

ととした。

また、平成 25年第 2回市会定例会での調査結果報告書の提出を前提に、 6

つの大分類ごとの検討スケジュール（案）について、資料に基づき、議会局の

説明を受け確認し、具体的な検討に入ることとした。

( 6 ）平成 24年 4月 24日

参考人の元全国都道府県議会議長会議事調査部長の野村稔氏から「議会改革

の条件、自主的・自立的な改革の推進」についての意見を聴取し、質疑を行っ

た。

なお、委員、議会局職員のほか 13人の議員が傍聴した。

( 7 ）平成 24年 5月 18日

大分類（ 2 ) 「議会と住民の関係」に関して、議会基本条例を制定している

1 6道府県、及び 5政令市の特徴ある取り組みについて、資料に基づき議会局

の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検討することを決定した。

( 8 ）平成 24年 6月 6日

5
 



大分類（ 2 ) 「議会と住民の関係Jに関し、前回委員会での議論や他都市の

取り組みを参考に、各検討項目に関する取り組み案とその課題等について、資

料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き次回委員会

で検討することとし、各会派に取り組み案の取りまとめに向けた協議を依頼し

た。

また、平成 24年 7月 17日午後 2時開会予定の委員会において、山梨学院

大学法学部政治行政学科教授の江藤俊昭氏を参考人として招致し、 f議会基本

条例」について意見聴取することを決定し、傍聴を希望する議員を募るため、

委員長名で各議員宛てに通知することとした。

( 9 ）平成 24年 7月 5日

大分類（ 2 ) 「議会と住民の関係」に関し、前回委員会で要求のあった「他

都市におけるポスター作成状況J、及び「常任委員会等のインターネット中継

の実施に要する経費」について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、

質疑を行った。

また、協議結果（案）について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交

換、質疑を行い、次回委員会でまとめるため、各会派での協議を依頼した。

( 1 0）平成 24年 7月 17日

参考人の山梨学院大学法学部政治行政学科教授の江藤俊昭氏から「議会基本

条例」についての意見を聴取し、質疑を行った。

なお、委員、議会局職員のほか 18人の議員が傍聴した。

( 11 ）平成 24年 7月 24日

平成 24年 7月 5日開催の委員会で会派持ち帰りとした大分類（ 2 ) 「議会

と住民の関係 j に関する検討項目について、各会派の意見を聴取したところ、

意見が分かれた項目があり、また、議会広報に関する項目の実施に向けた協議

の依頼先についても意見の一致が得られなかった。

このため、多数意見を委員会としての協議結果とし、少数意見もあわせて報

告することとした。
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次に、大分類（ 3 ) 「議会と執行機関の関係」に関し、議会基本条例を制定

している 22道府県、及び 7政令市の特徴ある取り組みについて、資料に基づ

き議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検討することを決定

した。

( I 2）平成 24年 8月 2 9日

平成 24年 7月 24日開催の委員会で決定した大分類（ 2 ) 「議会と住民の

関係」に関する協議結果について、資料により内容を確認した。

なお、議会広報・広聴に関する協議結果については、団長会議へ協議結果に

基づく取り組みの実施を依頼することとした。

次に、大分類（ 3 ) 「議会と執行機関の関係」に関し、前回委員会で要求の

あった「本会議における一問一答方式導入に係る議場改修経費」、及び「政令

指定都市における質疑・質問別実施状況、実施形態及び発言時間等」について、

資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行った。

また、協議結果（案）について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交

換、質疑を行い、引き続き検討することを決定した。

( 13）平成 24年 9月 21日

大分類（ 3 ) 「議会と執行機関の関係」に関し、資料に基づき議会局の説明

を受け、意見交換、質疑を行った。

なお、 「議会と執行機関の関係」に関する検討項目について、次回の委員会

で方向性・取り組み案をまとめるために、各会派で検討することとした。

( 14）平成 24年 11月 9日

前回委員会で会派持ち帰りとした大分類（ 3 ) 「議会と執行機関の関係」に

関する検討項目については、再度、会派持ち帰りとした。

次に、大分類（ 4 ) 「議会の組織・権限・審議」に関し、議会基本条例を制

定している 22道府県、及び 7政令市の特徴ある取り組みについて、資料に基

づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検討することを決

定した。
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( I 5）平成 24年 11月 20日～ 21日（行政視察）

議会基本条例の制定に関する取り組みについて、他都市の先進事例を以下の

とおり視察した。

ア 福島県議会（視察事項：議会基本条例の制定に関する取り組みについて）

議会基本条例の位置づけ、制定の意義、制定までの経緯及び制定後の取り組

みについて、意見聴取、質疑及び議場の見学を行った。

イ 宮城県議会（視察事項：議会基本条例の制定に関する取り組みについて）

議会基本条例の制定の経緯及び経過、基本条例の特徴ある取り組みについて、

意見聴取、質疑及び議場の見学を行った。

ウ 岩手県議会（視察事項．議会基本条例の制定に関する取り組みについて）

議会基本条例の制定の経緯及び経過、制定過程での工夫した点及び制定に伴

い実施している具体的な取り組みについて、意見聴取、質疑及び議場の見学を

行った。

( 16）平成 24年 11月 26日

平成 24年 11月 9日開催の委員会で再度、会派持ち帰りとした大分類

( 3 ) 「議会と執行機関の関係」に関する検討項目について、各会派の意見を

聴取したところ、意見が分かれた項目があった。

また、各会派の意見を議会局にまとめさせ、次回の委員会で取りまとめる取

り扱いとした。

次に、大分類（ 4 ) 「議会の組織・権限・審議Jに関し、前回委員会で要求

のあった「地方自治法第 96条第 2項の規定による議決すべき事件に関する事

項」、 「他都市の各取り組みに関する議会基本条例の規定内容」、 「地方自治

法第 I0 0条第 12項に規定されている協議又は調整を行う場の具体的な設置状

況」、及び「法制部門の人材確保などの人事配置に関する取組等」について、

資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検討する

ことを決定した。

C I 7）平成 24年 12月 3日

大分類（ 3 ) 「議会と執行機関の関係」に関する検討項目について、前回委
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員会での各会派の意見をまとめた資料について、議会局の説明を受けた後、意

見の一致が得られなかった項目については、多数意見を委員会としての協議結

果とし、少数意見もあわせて報告すること、また、中分類②の「質疑・質問の

形態」及び「質疑・質問の形態に即した議場の改修」については、引き続き検

討していくことを決定した。

なお、各検討項目の協議結果に基づき、実施に向けた協議を市会運営委員会

に依頼することとした。

次に、大分類（ 4 ) 「議会の組織・権限・審議」に関し、前回委員会で要求

のあった資料のうち、 「議決事件の拡大を議会基本条例で位置づけている都市

の規定内容及び議会基本条例以外の条例で規定している条例の規定内容と規定

に当たっての考え方や基準」及び「規定した計画の定期的な検証の機会に関す

る規定状況」については、作成次第、委員に配付することとし、 「法曹資格を

有する人材の活用状況」について、資料に基づき議会局の説明を受けた後、中

分類ごとに意見交換、質疑を行い、次回委員会で各検討項目の方向性・取り組

み案を取りまとめるため、各会派での協議を依頼した。

( I 8）平成 25年 1月 9日

平成 24年 12月 3日開催の委員会で決定した大分類（ 3 ) 「議会と執行機

関の関係」に関する協議結果について、全会一致で決定した項目、多数意見と

少数意見に分かれた項目を取りまとめた資料により、内容を確認した。

次に、大分類（ 4 ) 「議会の組織・権限・審議）に関し、平成 24年 11月

2 6日開催の委員会で要求のあった「議決事件の拡大を議会基本条例で位置づ

けている都市の規定内容及び議会基本条例以外の条例で規定している条例の規

定内容と規定に当たっての考え方や基準」及び「規定した計画の定期的な検証

の機会に関する規定状況」と、前回委員会で要求のあった「流山市の法曹資格

を有する任期付職員の給与」、及び大分類（ 4 ) 「議会の組織・権限・審議」

の検討項目の協議に当たっての考え方や協議の方向性などについて、資料等に

基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行った。

また、各検討項目の方向性・取り組み案を次回の委員会で示した上で、取り

まとめていくことを決定した。
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( 19）平成 25年 1月 25日

大分類（ 4 ) 「議会の組織・権限・審議」に関し、前回委員会で要求のあっ

た「横浜市が策定している計画の一覧」、及び検討項目の「方向性・取り組み

（案）」について、資料等に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行

い、次回委員会でまとめるため、各会派での協議を依頼した。

次に、大分類（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修J、及び大

分類（ 6 ) 「大都市自治における議会のあり方」をあわせて協議することとし、

まず、大分類（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修Jに関し、議

会基本条例を制定している 22道府県、及び 8政令市の特徴ある取り組みにつ

いて、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検

討することを決定した。

次に、大分類（ 6 ) 「大都市自治における議会のあり方」に関し、 19政令

指定都市の特徴ある取り組みについて、資料に基づき議会局の説明を受け、意

見交換、質疑を行い、引き続き検討することを決定した。

( 2 0）平成 25年 2月 13日

前回委員会で会派持ち帰りとした大分類（ 4 ) 「議会の組織・権限・審議」

に関する検討項目について、各会派の意見を聴取したところ、意見が分かれた

項目があった。

また、各会派の意見を議会局にまとめさせ、次回の委員会で示した上で、取

りまとめる取り扱いとした。

次に、大分類（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修Jに関し、

前回委員会で要求のあった「海外視察を原則 1固と規定した理由や根拠J、及

び「他都市における報酬検討機関の構成員や仕組み」について、資料に基づき

議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検討することを決定し

た。

次に、大分類（ 6 ) 「大都市自治における議会のあり方」に関し、前回委員

会で要求のあった「区づくり推進会議の設置の経緯」、 「区づくり推進会議の

議事録の形態と取り扱い」、 「区行政への議会審議・審査の方法」、及び「他

都市における区行政への議会の関与と議事録等の公開 j について、資料に基づ
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き議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、引き続き検討することを決定

した。

( 2 1 ）平成 25年 4月 15日

平成 25年 2月 13日開催の委員会で決定した大分類（ 4 ) 「議会の組織・

権限・審議」に関する協議結果について、全会一致で決定した項目、多数意見

と少数意見に分かれた項目を取りまとめた資料により内容を確認するとともに、

議決事件の拡大に関する多数意見の中で、各分野における基本的な計画等を所

管の常任委員会で議決事件とすることについて判断する際の指標を定める必要

があるとの意見があったことから、指標の案についてもあわせて確認した。

なお、決定した各検討項目の協議結果に基づき、実施に向けた協議を団長会

議及び市会運営委員会に依頼することとした。

次に、大分類（ 5 ) 「議員の政治倫浬内報酬、政務調査費、研修」に関し、

前回の委員会で要求のあった「適正な議員定数や議員報酬についての有識者の

意見等」、及び前回委員会での議論を踏まえ作成した各検討項目の方向性・取

り組み案について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、

次回委員会でまとめるため、各会派での協議を依頼した。

次に、大分類（ 6 ) 「大都市自治における議会のあり方」に関し、前回委員

会での議論を踏まえ作成した各検討項目の方向性・取り組み案について、資料

に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行い、次回委員会でまとめる

ため、各会派での協議を依頼した。

次に、今後の委員会の運営方法として、次回の委員会で、大分類（ 1 ) 「議

会・議員の活動原則」と、継続協議となっている大分類（ 3 ) 「議会と執行機

関の関係」に関する検討項目の「質疑・質問の形態」、及び「議会基本条例制

定の必要性」について協議することを確認した。

なお、大分類（ 1 ) 「議会・議員の活動原則」に関する検討項目は、 「議会

基本条例制定の必要性」について協議した後に、その結果に基づき協議するこ

とを確認した。

( 2 2）平成 25年 4月 24日
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大分類（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関し、前回委

員会で要求のあった「海外視察費用への政務調査費の充当に係る裁判例」

「議員派遣（海外視察）の実施状況等」、及び「本市会における海外視察の実

績」について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行った。

その後、大分類（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修Jに関す

る検討項目のうち、初めに、議員派遣の海外視察について、各会派の意見を聴

取したところ、意見の一致が得られなかったため、多数意見を委員会としての

協議結果とし、少数意見もあわせて報告することを決定した。

なお、決定した協議結果に基づき、実施に向けた協議を団長会議に依頼する

こととした。

次に、議員派遣を除く、その他の大分類（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政

務調査費、研修」に関する検討項目について、各会派の意見を聴取し、費用弁

償の支給形態の例示を次回委員会で示した上で、支給形態について協議を行い、

その他の項目とあわせて取りまとめることとした。

次に、大分類（ 6 ) 「大都市自治における議会のあり方Jに関し、前回委員

会で要求のあった「政令指定都市における区自治協議会制度の活用状況J につ

いて、資料に基づき議会局の説明を受けた後、各会派の意見を聴取し、区づく

り推進横浜市会議員会議運営要領の改正案を次回委員会で示した上で、協議を

行い、その他の項目とあわせて取りまとめることとした。

次に、継続協議となっている大分類（ 3 ) 「議会と執行機関の関係」に関す

る検討項目の質疑・質問の形態については、次回委員会で協議することを決定

し、各会派での協議を依頼した。

次に、大分類（ 1 ) 「議会・議員の活動原則Jに関し、議会基本条例を制定

しでいる 22道府県、及び 8政令市の特徴ある取り組みについて、資料に基づ

き議会局の説明を受け、 「議会基本条例制定の必要性」の協議とあわせ、次回

委員会で引き続き検討することを決定し、各会派での協議を依頼した。

( 2 3）平成 25年 5月 7日

大分類（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関し、費用弁

償の支給形態を例示するため、 「政令指定都市における費用弁償の支給状況」
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及び「費用弁償の支給について（案）」の資料に基づき、議会局の説明を受け、

意見交換、質疑を行い、次回委員会で取りまとめるため、各会派での協議を依

頼した。

また、大分類（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」のそのほ

かの検討項目に対する前回委員会での意見を取りまとめた資料により確認した

が、議員派遣に関して自民党の委員より、海外視察の資格要件に関し、 「議員

としての経歴が 2年に満たない期間は実施できない」とした前回の意見表明に

ついて、年数制限を廃止する意見に変更したいとの申し出があったため、各会

派の意見を聴取し、次回委員会でまとめるため、会派持ち帰りとした。

次に、大分類（ 6 ) 「大都市自治における議会のあり方」に関して、区づく

り推進横浜市会議員会議の公開については、平成 25年 4月 24日開催の委員

会でそれぞれ 4つの意見に分かれたため、改めて各会派の意見を聴取したとこ

ろ、意見の一致が得られなかったため、多数意見を委員会としての協議結果と

し、少数意見もあわせて報告することを決定した。

また、区づくり推進横浜市会議員会議運営要領の改正案を示すこととしてい

たが、担当する市民局と調整中のため、次回委員会で示すこととした。

次に、継続協議となっている大分類（ 3 ) 「議会と執行機関の関係」に関す

る検討項目の質疑・質問の形態について、各会派の意見を聴取し、次回委員会

で取りまとめるため、会派持ち帰りとした。

次に、 「議会基本条例制定の必要性」について、各会派の意見を聴取したと

ころ「議会、議員の活動内容や横浜市会が取り組む事項等を市民に明確に示し、

市民に市会の役割や活動状況を理解していただくために、議会基本条例は必

要」との意見で一致したため、次回委員会で取りまとめることとした。

次に、大分類（ 1 ) 「議会・議員の活動原則」の検討項目の考え方について、

各会派の意見を聴取したところ、一部修正の意見があり、次回委員会で取りま

とめるため、会派持ち帰りとした。

( 24）平成 25年 5月 13日

大分類（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」に関し、前回委

員会で要求のあった「会議等への出席に係る費用弁償の支給額試算」について、
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資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行った。

その後、費用弁償の支給形態について各会派の意見を聴取したところ、意見

の一致が得られなかったため、多数意見を委員会としての協議結果とし、少数

意見もあわせて報告することを決定した。

次に、海外視察の資格要件の変更に関し、 「横浜市会議員の海外視察取扱い

要綱の変更案Jについて、資料に基づき議会局の説明を受け、質疑を行った後、

各会派の意見を聴取したところ、意見の一致が得られなかったため、多数意見

を委員会としての協議結果とし、少数意見もあわせて報告することを決定した。

なお、決定した各検討項目の協議結果に基づき、実施に向けた協議を団長会

議及び市会運営委員会に依頼することとした。

次に、大分類（ 6 ) 「大都市自治における議会のあり方」に関して、 「区づ

くり推進横浜市会議員会議運営要領の変更案」について、資料に基づき議会局

の説明を受け、意見交換、質疑を行った後、案のとおり変更することを決定し

た。

なお、会議の公開については、市民局及び各区と調整した後に各区で協議す

ることとした。

また、決定した検討項目の協議結果に「区づくり推進横浜市会議員会議運営

要領の変更案」を加え、意見の一致が得られなかった項目については、多数意

見を委員会としての協議結果とし、少数意見もあわせて報告することとし、実

施に向けた協議を団長会議に依頼することとした。

次に、大分類（ 3 ) 「議会と執行機関の関係」に関する検討項目の質疑・質

問の形態に即した議場の改修については、前回の委員会で意見がなかったため、

平成 24年 11月 26日開催の委員会で多数意見となっている「現行どおり」

とすることを委員会としての協議結果とし、少数意見もあわせて報告すること

とした。

次に、大分類（ 1 ) 「議会・議員の活動原則」の検討項目の考え方について

の一部修正について、資料に基づき議会局の説明を受け、意見交換、質疑を行

った後、修正することを決定した。

次に、基本条例に盛り込むべき項目を示した構成案について、資料に基づき

議会局の説明を受け、質疑を行い、次回委員会で取りまとめるため、会派持ち
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帰りとした。

次に、委員会の活動期間を考慮し、委員会で基本条例の構成案を策定し、条

例の制定を市会運営委員会に依頼する取り扱いとすることを全会一致で決定し

た。

次に、委員会報告書の案について、議会局の説明を受け、質疑を行い、次回

委員会で取りまとめるため、会派持ち帰りとした。

( 2 5）平成 25年 5月 27日

6 各検討項目及び協議結果

( 1 ）各検討項目の協議結果決定日（最終）

ア 大項目（ 1 ) 「議会・議員の活動原貝ljJ （平成 25年 5月 13日）

イ 大項目（ 2 ) 「議会と住民の関係」 （平成 24年 7月 24日）

ウ 大項目（ 3 ) 「議会と執行機関の関係」 （平成 25年 4月 7日）

ヱ 大項目（ 4 ) 「議会の組織・権限・審議」 （平成 25年 4月 15日）

オ 大項目（ 5 ) 「議員の政治倫理、報酬、政務調査費、研修」

（平成 25年 5月 13日）

カ 大項目（ 6 ) 「大都市自治における議会のあり方」

（平成 25年 5月 13日）

( 2 ）各検討項目の協議結果

別紙 1のとおり

7 議会基本条例の構成（案）

別紙 2のとおり

8 議会基本条例制定に向けたまとめ

横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会は、 2年にわたる活動を終え

るが、横浜市会の各会派及び執行機関から提出された議会全般にわたる課題を精

力的に協議し、他都市の取り組み等の検証を行い、より効率的、効果的で市民に
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分かりやすい議会を目指し、その協議結果をあらわしてきた。

横浜市会議員各位におかれては、当特別委員会の協議結果に基づく、新たな取

り組みや見直しについて、添付資料により確認いただき、それらを着実に実施す

ることで、地方自治の制度である三元代表民主制を市長と対等に担う横浜市会の

活動をより明確化し、役割や活動状況を市民に分かりやすく理解いただけるもの

にしていくことを認識して活動する必要がある。

議会基本条例は、市会運営委員会での協議を経て制定いただくこととしたが、

議会基本条例の制定に当たっては、当特別委員会での協議結果に基づく取り組み

や、横浜市会のこれまでの取り組みを盛り込み、別紙の構成（案）に記載の項目

ごとに、作成していただくことをお願いするものである。

終わりに、当特別委員会は、議会基本条例の制定に向けた協議を行い、その結

果として議会基本条例を制定するとしたが、委員各位からは、横浜市会の歴史や

伝統のもと、さらなる議会改革を継続的に取り組んでいくため、議会基本条例の

制定を目的とするのではなく、条例制定が始めとなり、さらなる検証や見直しを

行い、二元代表制の一翼を担う横浜市会がその役割をより発揮できるようにして

いくことが重要であるとの意見があったことを申し添えて、横浜市会基本条例の

制定に関する調査特別委員会の報告とする。
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。横浜市会基本条例の制定に関する調査特別委員会名簿

委員長 内島 村 勝 夫 （自由民主党）

副委員長 和 田 卓 生 （公明党）

同 花 上 喜代志 （民主党）

委 員 草 間 岡リ （自由民主党）

同 斉 藤 達 也 （自由民主党）

同 松 本 研 （自由民主党）

同 高 橋 正 治 （公明党）

同 メ寸入 野 典 人 （民主党）

同 有 キf 俊 彦 （みんなの党）

同 伊 藤 大 貴 （みんなの党）

同 荒 木 由美子 （日本共産党）

同 井 上 さくら （無所属クラブ）
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